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1

株式会社山正（法人番
号２１２２００１０３
１４２３）　代表者美
坂信孝

大阪府大東市明美の里町４番８号 札幌営業所 北海道石狩市新港西１丁目７０１番地６ R8.3.5
輸送施設の使用停止（３２日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他６
件

令和７年１月２１日、公安委員会からの通知等を
端緒として監査を実施。７件の違反が認められ
た。（１）各営業所に配置する事業用自動車の種
別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行規則
第６条第１項）、（２）定期点検整備の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条の３）、（３）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（安全規則第３条第４
項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７
条第１項から第３項）、（５）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第８条）、（６）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（７）運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反（安全規則第１０条第１項）

4 4

2

ユート運輸倉庫株式会
社（法人番号３４３０
００１０３３６３０）
代表者七條稔

北海道北広島市大曲並木２丁目２番地７ 恵庭営業所 北海道恵庭市戸磯４７番地９ R8.3.5 輸送施設の使用停止（２０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３

令和７年９月３０日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。１件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条の３）

2 2

3

トスロジ株式会社（法
人番号２４３０００１
０８１６４７）　代表
者新庄恭太

北海道札幌市東区北２２条東７丁目２－２
４

本社営業所
北海道札幌市東区北２２条東７丁目２－２
４

R8.3.18 事業許可の取消し
貨物自動車運送事業法第３
３条第１項第１号

令和７年９月２４日、令和７年9月25日及び令和
7年１０月30日、その他事故、法令違反、事件、
苦情等の状況を端緒として監査を実施。１件の違
反が認められた。（１）自動車等の使用停止又は
事業停止命令違反（貨物自動車運送事業法第３３
条第１項第１号）

46 46

4

株式会社道南エース
（法人番号５４３００
０２０４４９７１）
代表者川口敏史

北海道北広島市希望ヶ丘１丁目２番地３ 函館営業所 北海道函館市西桔梗町５８９－４１ R8.3.5 輸送施設の使用停止（２０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条の３

令和７年９月１２日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。１件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条の３）

2 2

5

株式会社田山産業運輸
（法人番号６４４００
０１００４９９０）
代表者田山克廣

北海道北斗市市渡４７６番地の１ 本社営業所 北海道北斗市市渡４７６番地の１ R8.3.18
事業停止（７日）、輸送施設の使
用停止（３２０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第５項　他６
件

令和７年７月１６日及び令和７年９月４日、その
他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒と
して監査を実施。７件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）酒気帯び乗務（安全規則
第３条第５項）、（３）疾病・疲労等のおそれの
ある乗務（安全規則第３条第６項）、（４）飲酒
運転防止に係る点呼実義務違反（安全規則第７条
の1項から第３項）、（５）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第７条第５項）、（６）点呼の記録
の改ざん・不実記載（安全規則第７条第５項）、
（７）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反
（安全規則第９条の３第１項から３項）

42 42

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年3月)

3月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和8年3月)

3月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

6

佐藤運送有限会社（法
人番号９４６０００２
００４５６４）　代表
者大丸主税

北海道厚岸郡厚岸町宮園２丁目３０７番地 本社営業所 北海道厚岸郡厚岸町宮園２丁目３０８番地 R8.3.5
輸送施設の使用停止（５４日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第第３条第４項　他
１件

令和７年２月５日、関係機関からの情報を端緒と
して監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）事故の記録事項義務違反
（安全規則第９条の２）

6 6

7

全協運輸株式会社（法
人番号４４６０００１
０００８５８）　代表
者長濱進

北海道釧路市星が浦大通４丁目５番２７号 本社営業所 北海道釧路市星が浦大通４丁目５番２７号 R8.3.5 文書警告
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他２
件

令和７年１０月２３日、関係機関からの情報を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）点検整備記録簿等の記載
義務違反（安全規則第３条の３）、（３）自動車
に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

0 0

8

有限会社みどり急送
（法人番号１４５００
０２０１１８９０）
代表者佐藤輝巳

北海道河東郡音更町宝来仲町南１丁目２番
地１７

有限会社
みどり急送
営業所

北海道河東郡音更町宝来西町南１丁目８－
１　ハイツアンビシャス２０７

R8.3.5
輸送施設の使用停止（２２日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他７
件

令和７年５月１５日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。８件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条
第６項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全
規則第７条第５項）、（４）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第９条）、（５）特定運転
者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（６）特定運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（７）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６
０条第１項）、（８）自動車に関する表示義務違
反（道路運送法第９５条）

3 3

以下余白


